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３

著
作
権
等
の
侵
害
と
み
な
す
行
為
の
見
直
し

著
作
権
等
を
侵
害
す
る
行
為
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た

物
を
、
情
を
知
っ
て
業
と
し
て
輸
出
し
又
は
輸
出
目
的

で
所
持
す
る
行
為
を
侵
害
と
み
な
す
行
為
と
し
た
。（
第

一
一
三
条
関
係
）

４

罰
則
の
見
直
し

^

著
作
権
、
出
版
権
及
び
著
作
隣
接
権
の
侵
害
に
係

る
刑
事
罰
に
つ
い
て
、
懲
役
刑
及
び
罰
金
刑
の
上
限

を
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
法
人
処
罰
に
係
る
罰
金

刑
の
上
限
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
一
九

条
及
び
第
一
二
四
条
関
係
）

_

秘
密
保
持
命
令
違
反
に
係
る
刑
事
罰
に
つ
い
て
、

法
人
処
罰
に
係
る
罰
金
刑
の
上
限
を
引
き
上
げ
る
こ

と
と
し
た
。（
第
一
二
四
条
関
係
）

５

こ
の
法
律
は
、
平
成
一
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
１
の
a

に
つ
い
て
は
公
布

の
日
か
ら
起
算
し
て
二
〇
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行

す
る
こ
と
と
し
た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

◇
教
育
基
本
法
（
法
律
第
一
二
〇
号
）（
文
部
科
学
省
）

１

こ
の
法
律
の
趣
旨
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
、
前
文

を
置
く
こ
と
と
し
た
。（
前
文
関
係
）

２

教
育
の
目
的
及
び
理
念
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と

し
た
。（
第
一
条
〜
第
四
条
関
係
）

^

教
育
の
目
的

_

教
育
の
目
標

`

生
涯
学
習
の
理
念

a

教
育
の
機
会
均
等

３

教
育
の
実
施
に
関
す
る
基
本
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と

と
し
た
。（
第
五
条
〜
第
一
五
条
関
係
）

^

義
務
教
育

_

学
校
教
育

`

大
学

a

私
立
学
校

b

教
員

c

家
庭
教
育

d

幼
児
期
の
教
育

e

社
会
教
育

f

学
校
、
家
庭
及
び
地
域
住
民
等
の
相
互
の
連
携
協

力
sT

政
治
教
育

sU

宗
教
教
育

４

教
育
行
政
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
六

条
〜
第
一
七
条
関
係
）

^

教
育
行
政

_

教
育
振
興
基
本
計
画

５

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
諸
条
項
を
実
施
す
る
た
め
、

必
要
な
法
令
が
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

し
た
。（
第
一
八
条
関
係
）

６

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

◇
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
法
律
第
一
二
一

号
）（
文
部
科
学
省
）

１

放
送
の
同
時
再
送
信
に
係
る
制
度
の
見
直
し

^

放
送
さ
れ
る
著
作
物
等
は
、
非
営
利
か
つ
無
料
の

場
合
に
は
、
専
ら
当
該
放
送
に
係
る
放
送
対
象
地
域

に
お
い
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
自
動

公
衆
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
三

八
条
関
係
）

_

放
送
さ
れ
る
実
演
を
有
線
放
送
し
た
有
線
放
送
事

業
者
は
、
実
演
家
に
報
酬
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
九
四
条
の
二
関
係
）

`

商
業
用
レ
コ
ー
ド
を
用
い
た
放
送
又
は
有
線
放
送

を
受
信
し
て
放
送
又
は
有
線
放
送
を
行
っ
た
放
送
事

業
者
等
は
、
実
演
家
又
は
レ
コ
ー
ド
製
作
者
に
二
次

使
用
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し

た
。（
第
九
五
条
及
び
第
九
七
条
関
係
）

a

放
送
さ
れ
る
実
演
又
は
レ
コ
ー
ド
は
、
専
ら
当
該

放
送
に
係
る
放
送
対
象
地
域
に
お
い
て
受
信
さ
れ
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
送
信
可
能
化
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
送
信
可
能
化
を

行
う
者
は
、
実
演
家
又
は
レ
コ
ー
ド
製
作
者
に
補
償

金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第

一
〇
二
条
関
係
）

２

情
報
化
等
に
対
応
し
た
定
義
の
見
直
し
及
び
権
利
制

限
の
拡
大

^

同
一
構
内
の
無
線
通
信
設
備
に
よ
る
送
信
に
つ
い

て
、公
衆
送
信
の
範
囲
か
ら
除
外
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
二
条
関
係
）

_

視
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
等
は
、
公
表
さ
れ
た

著
作
物
に
つ
い
て
、
専
ら
視
覚
障
害
者
の
用
に
供
す

る
た
め
に
、
録
音
図
書
を
用
い
て
自
動
公
衆
送
信
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
三
七
条
関
係
）

`

著
作
物
は
、
特
許
や
薬
事
等
に
関
す
る
審
査
等
の

手
続
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ

の
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
複
製
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
四
二
条
関
係
）

a

記
録
媒
体
を
内
蔵
す
る
機
器
の
記
録
媒
体
に
記
録

さ
れ
て
い
る
著
作
物
は
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度

に
お
け
る
保
守
若
し
く
は
修
理
又
は
当
該
機
器
の
欠

陥
等
に
よ
る
交
換
の
た
め
、
一
時
的
に
複
製
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
四
七
条
の
三
関
係
）

◇
北
方
地
域
旧
漁
業
権
者
等
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
法
律
第
一
二
二
号
）

（
内
閣
府
本
府
）

１

昭
和
二
〇
年
八
月
一
五
日
ま
で
引
き
続
き
六
月
以
上

北
方
地
域
に
生
活
の
本
拠
を
有
し
て
い
た
者
の
子
で

あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
「
元
居
住
者
」
に
加
え

る
こ
と
と
し
た
。（
第
二
条
第
二
項
第
三
号
関
係
）

^

昭
和
二
〇
年
八
月
一
五
日
以
前
六
月
未
満
の
期
間

内
に
北
方
地
域
で
出
生
し
、
か
つ
、
引
き
続
き
同
日

ま
で
北
方
地
域
に
い
た
者

_

昭
和
二
〇
年
八
月
一
五
日
後
に
北
方
地
域
で
出
生

し
た
者

２

「
元
居
住
者
」
又
は「
旧
漁
業
権
者
の
死
後
承
継
者
」

の
死
亡
当
時
の
子
及
び
孫
の
う
ち
主
務
省
令
で
定
め
る

も
の
（
そ
の
者
が
主
と
し
て
当
該
子
又
は
孫
の
収
入
に

よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
場
合
に
限
る
も
の
と

し
、
子
及
び
孫
の
う
ち
に
「
旧
漁
業
権
者
」、「
元
居
住

者
」
又
は
「
旧
漁
業
権
者
の
死
後
承
継
者
」
に
該
当
す

る
者
が
あ
る
場
合
を
除
く
。）は
、
当
該
死
亡
し
た
者
の

融
資
資
格
を
承
継
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
二
条
第
二
項
第
六
号
関
係
）

３

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
こ
と
と
し
た
。（
附
則
第
一
条
関
係
）

４

そ
の
他
所
要
の
経
過
措
置
を
置
く
こ
と
と
し
た
。（
附

則
第
二
条
関
係
）

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

◇
防
衛
庁
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
法
律
第
一
二
三
号
）（
防
衛
庁
）

１

俸
給
の
特
別
調
整
額
は
、
管
理
又
は
監
督
の
地
位
に

あ
る
官
職
を
占
め
る
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
又
は
階

級
に
お
け
る
最
高
の
号
俸
に
よ
る
俸
給
月
額
の
一
〇
〇

分
の
二
五
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
と

し
た
。（
第
一
一
条
の
三
関
係
）

２

事
務
官
等
及
び
自
衛
官
に
対
し
て
支
給
す
る
手
当
と

し
て
、
広
域
異
動
手
当
を
新
設
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第

一
四
条
関
係
）

◇
国
有
財
産
の
効
率
的
な
活
用
を
推
進
す
る
た
め
の
国
有

財
産
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期

日
を
定
め
る
政
令
（
政
令
第
三
九
三
号
）（
財
務
省
）

国
有
財
産
の
効
率
的
な
活
用
を
推
進
す
る
た
め
の
国
有

財
産
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
う
ち
、
行
政
財
産

の
貸
付
対
象
の
拡
大
等
に
関
す
る
規
定
の
施
行
期
日
を
平

成
一
九
年
一
月
二
二
日
と
し
た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

◇
国
有
財
産
の
効
率
的
な
活
用
を
推
進
す
る
た
め
の
国
有

財
産
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に

伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
政
令
第
三

九
四
号
）（
財
務
省
）

一

国
有
財
産
法
施
行
令
の
一
部
改
正

１

国
以
外
の
者
に
対
し
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
を
貸

し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る
堅
固
な
工

作
物
と
し
て
、
鉄
骨
造
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、石
造
、

れ
ん
が
造
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
構
造
の
も
の
を

定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
国
有
財
産
法
施
行
令
第
一
二

条
の
二
関
係
）

２

国
以
外
の
者
に
庁
舎
等
の
床
面
積
又
は
敷
地
を
貸

し
付
け
る
場
合
に
、
庁
舎
等
の
床
面
積
等
に
余
裕
が

あ
る
場
合
と
し
て
、
庁
舎
等
の
床
面
積
等
の
う
ち
、

国
の
事
務
若
し
く
は
事
業
又
は
企
業
の
遂
行
に
関
し

現
に
使
用
さ
れ
て
い
る
部
分
等
以
外
の
部
分
が
あ
る

場
合
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
国
有
財
産
法
施
行
令

第
一
二
条
の
四
関
係
）

◇
財
務
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
政
令
第
三

九
二
号
）（
財
務
省
）

１

福
岡
県
に
お
け
る
市
町
の
廃
置
分
合
に
よ
り
、
み
や

ま
市
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
長
崎
税
関
の
管
轄

区
域
の
規
定
を
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
八
四
条
関

係
）

２

こ
の
政
令
は
、
平
成
一
九
年
一
月
二
九
日
か
ら
施
行

す
る
こ
と
と
し
た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

３

こ
の
法
律
は
、
平
成
一
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
と
と
も
に
、
俸
給
の
特
別
調
整
額
及
び
広
域
異
動
手

当
に
つ
い
て
所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し

た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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